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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、「ガバナンスの優れた企業とは、株主価値の最大化を目的としながらも、環境的側面や社会的側面にもバランスよく配慮した企業継続と
いう長期的な視点から、フェアでオープンな事業活動を通じて、あらゆるステークホルダーにとっての企業価値を高める経営を行う企業である」とい
う理念に基づき、健全かつ機能性に優れたコーポレート・ガバナンスおよび企業活動の透明性、健全性を確保する企業倫理体制の構築に努めて
おります。

　当社は、コーポレート・ガバナンスを強化することが、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認識しており、取締役会等の
役割・責務のなお一層の充実をはじめ、適切な情報開示と積極的な株主との対話により、あらゆるステークホルダーと良好な関係を築いて、企業
価値を高める経営に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

１．上場株式の政策保有に関する方針

　当社は、事業機会の創出や営業取引・調達取引関係の維持・強化など、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要と判断できる
政策保有銘柄について、資本効率向上の観点に基づき、毎年、取締役会でその保有に伴う便益や保有リスク等の視点から、個別に保有の適否
について判断しております。また、投資先との対話を通じて政策保有株式の縮減に取り組み、適切な保有に努めてまいります。

２．政策保有株式の保有適否に関する判断基準

　各事業年度末日を基準日とし、各銘柄における取引利益および年間配当金額から総合利回りを算出し、資本コストと比較する方法による定量的
な検証を踏まえた上で、リスク面を含めた中長期的な見通し等を勘案し、継続保有の可否を判断することとしております。

３．政策保有株式に係る議決権行使基準

　　当社は、政策保有株式に係る議決権行使基準を次のとおりとしております。

（１）原則として、全ての議案に対して議決権を行使いたします。

（２）当該企業の経営方針を尊重した上で、業容、経営状況などを勘案して、議案ごとの賛否を判断いたします。

（３）当社の企業価値や株主共同の利益に影響を与える可能性のある議案については、個別の対話を通じてその目的および企業価値向上に向け
た考え方等を確認した上で賛否を判断いたします。

　当社は、上記の「１．上場株式の政策保有に関する方針」、「２．政策保有株式の保有適否に関する判断基準」および「3．政策保有株式に係る議
決権行使基準」に基づき、政策保有株式に関する対応を行っております。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社は、関連当事者間の取引が発生する場合には、リーガルチェックを実施することを原則とし、該当する役員を特別利害関係人として当該決
議の定足数から除外した上で取締役会に諮り、内容の是非を判断いたします。

【補充原則２－４－１　女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

　当社は、取締役会において、多様性の確保についての考え方、人財育成・社内環境整備方針について、以下のとおり決議しております。

〔ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンの考え方 〕

京三製作所グループは、経営理念を実践し、企業として持続的な成長を実現するためにはダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン（以下 、DEI

）の取り組みが不可欠であると考えています。従業員に公平な機会を提供し、また従業員の尊厳を守り、職場での相互尊重を促進するためにDEI
を推進します。すべての従業員にとって、公平な環境で、偏見がなく、個性を尊重し合える職場環境の整備に努めていきます。

〔中核人財の登用等における多様性の確保についての考え方〕

　京三製作所グループは、計画的なキャリア開発と体系的な教育プログラムの充実を図ることで個人の自律的な成長を後押しするとともに、中核
人財の登用においては、年齢、性別、国籍等の属性に関わりなく、適所適材となる人財登用を推進しています。

　その上で、現状十分とはいえない管理職に占める女性の割合を 5％以上とすることを始め、外国籍社員、中途採用者を含めた中核人財の多様

性確保に向けた取り組みを進めます。

〔多様性確保に向けた人財育成方針・社内環境整備方針〕

　京三製作所グループは、「グローバルな視野を持つ企業に変革していく」ために、従業員が「必要とされている」「成長できている」「自分の能力を
発揮できている」など充足感を得られる評価制度と、職場環境の改善など働き方改革を推進し、従業員エンゲージメントの向上と持続的な価値を
生み出す人財の育成に取り組みます。



【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は確定給付企業年金制度を導入しており、積立金の運用は専門の運用機関に委託しております。また、アセットオーナーとしての機能を高
めるべく、担当部署の管理者は必要に応じて運用機関から説明を受けるなど、内部における人財育成についても注力しております。

【原則３－１　情報開示の充実】

（１）当社の企業理念等は、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

（企業理念： https://www.kyosan.co.jp/company/vision.html）

　また、中期経営計画、当該事業年度の見通しなどにつきましても策定し、公表しております。内容は、当社ホームページに掲載しておりますの
で、ご参照ください。

（中期経営計画：https://www.kyosan.co.jp/company/pdf/medium-term_management_plan_kyosan_next_step_2028.pdf）

（２）当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方をコーポレート・ガバナンス報告書にて公表しております。内容は、同報告書「Ⅰ

１． 基本的な考え方」をご参照ください。

（３）当社は、取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続をコーポレート・ガバナンス報告書にて公表しております。内容は、同
報告書「Ⅱ １．機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】」をご参照ください。

（４）取締役会は、経営陣幹部の選解任および取締役候補者の指名について、指名・報酬委員会の答申を参考として取締役がそれぞれの役割を
担うに相応しい能力・資質を有しているかを判断し、決議しております。

　なお、取締役候補者の選定にあたり求められる基本的な資質・能力等は以下のとおりです。

・取締役としての職務を遂行するにあたり、心身ともに健康であること

・誠実さと高い倫理観、および強い責任感を有していること

・上場会社としての経営の健全性と充実したコーポレート・ガバナンス構築の観点から、高いコンプライアンス意識を有していること

・地域社会、取引先や株主等のステークホルダーへの貢献を通じて、当社の持続的成長と企業価値向上を目指すこと

・当社の経営判断に影響を及ぼすおそれのある特別な利害関係がないこと

・全社的な見地から自らの意見を積極的に発言できること

・会社法第331条第1項に定める取締役欠格事由に該当しないこと

・社内取締役においては、当社の経営および事業に資する経験・能力を有すること

・社外取締役においては、中長期的な企業価値向上に資する有用な経歴、具体的には

経営、財務・会計、法務、行政、技術開発等の分野で高い専門知識や経験を有すること

　また、取締役の解任については、取締役会または指名・報酬委員会は、取締役が前記選任基準を欠く可能性があると判断した場合、指名・報酬
委員会は、取締役会からの諮問により、または指名・報酬委員会が自らの判断により、当該取締役が取締役任期を全うすべきか否かを審議し、そ
の審議結果を取締役会に答申します。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を参考に、当該取締役が引き続き取締役を継続すべきでないと
判断した場合に、当該取締役を解任します。

　監査役候補者の指名は、代表取締役が候補者を監査役会に推薦し、監査役会の同意を得た上で、取締役会の決議をもって行っております。

　なお、監査役候補者の選定にあたり求められる基本的な資質・能力等は以下のとおりです。

・監査役としての職務を遂行するにあたり、心身ともに健康であること

・誠実さと高い倫理観、および強い責任感を有していること

・業務執行者からの独立性を確保できること

・公正不偏の態度を保持し、自らの意見を積極的に発言できること

・全社的な見地から客観的に分析し、判断する能力に優れていること

・会社法第335条第1項で準用する同法第331条第1項各号に定める監査役の欠格事由に該当しないこと

・社外監査役においては、企業経営、財務会計、法律、行政等における高い専門的知見や経験を有すること

・監査役のうち1名は、財務及び会計に関して相当程度の知見を有すること

（５）経営陣幹部の選解任に際しては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において協議を行い、取締役会で決定の上、株主総会の招
集通知参考書類に各候補者の指名の理由を記載いたします。

【補充原則３－１－３　情報開示の充実】

　当社は、自社のサステナビリティに関する考え方とその取組みをはじめ、人的資本、知的財産への投資といった課題についても、その取組み方
針・内容を開示しております。また、 2022年度から気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD)のフレームワークをもとに様々なリスクと機会の

把握に努めると共に、「脱炭素社会貢献」をマテリアリティ（経営重要課題）として位置付け、適切な情報開示、対応を進めてまいります。

内容は、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

（サステナビリティ： https://www.kyosan.co.jp/csr/）

【補充原則４－１－１　取締役会の役割・責務（１）】

　当社取締役会は、法令・定款で定められた事項のほか、取締役会規程に定められた事項に関して審議し、承認・決定します。

　また、当社取締役会は、取締役会規程に定められた審議事項以外の業務執行に関する事項については、取締役または執行役員の職務権限の
範囲において各取締役、執行役員に委任しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、社外取締役の候補者選定に当たり、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ企業経
営に必要な専門的知識を有する専門家および企業経営の経験者ならびにこれに準ずる者であることを当社独自の判断基準としております。また
専門的かつ幅広い見識を活かして当社の社外取締役としてその職務を全うできると判断できる人物を独立社外取締役の候補者として選定してお
ります。

【補充原則４－１０－１　任意の仕組みの活用】

　取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置し、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討
に当たり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。

　当社の指名・報酬委員会は、独立社外取締役４名と社内取締役２名の６名で構成されていることを開示しており、委員長は独立社外取締役から
選任するなど、その構成からも独立性は十分に担保されております。取締役会は当委員会からの答申や提言につき重要な内容と受け止めて審
議・決議にあたっております。



【補充原則４－１１－１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社取締役会は、各事業部門および管理部門に精通した取締役と会社法および東京証券取引所が定める独立性基準ならびに当社独自の判断
基準を満たした独立社外取締役により構成しております。取締役の選任に際してスキル・マトリックスを活用して候補者を決定するとともに、株主
総会における取締役選任議案の参考資料としてスキル・マトリックスを開示しております。その内容は、当社ホームページをご参照ください。

（株主総会招集通知：https://www.kyosan.co.jp/ir/stock02.html）

【補充原則４－１１－２　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社は、取締役・監査役の重要な兼職は合理的な範囲としており、その状況は株主総会参考書類や事業報告等の開示書類に記載しておりま
す。

（株主総会招集通知：https://www.kyosan.co.jp/ir/stock02.html）

【補充原則４－１１－３　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社は、取締役会の実効性を高めるべく取締役・監査役からの意見を参考にして、その運営方法や審議事項につき改善を図っております。ま
た、取締役会の更なる実効性確保・向上を目的として、取締役・監査役に対し、無記名式の「取締役会に関するアンケート」を実施しております。

アンケートの集計・分析結果をもとに顧問弁護士や外部機関による客観的な評価も踏まえ取締役会において評価を行い、取締役会の実効性に
ついて一定の評価がなされました。継続的に取締役会の実効性確保・向上に取り組んでまいります。

【補充原則４－１４－２　取締役・監査役のトレーニング】

　当社は、取締役および監査役が、その求められる役割を果たすために、必要に応じて社内の担当部署または外部専門家による講習会、外部セ
ミナーへの参加などを実施・推奨しております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主との建設的な対話を促進するために、以下の取組みを行います。

１．株主総会のほか従来より開催しているＩＲ説明会等の機会を通じて、合理的な範囲で株主との対話の一層の充実に取り組みます。

２．対話で得られた意見を取締役および経営陣幹部にフィードバックし、企業活動に適切に反映するよう努めます。

３．経営企画・ＩＲ部担当役員を株主との対話全般の統括責任者とし、経営企画・ＩＲ部を事務局として、適時・適切に企業情報を開示し株主との対
話を推進します。

４．株主との対話においては、社内規程の定めるところに従い、インサイダー情報を適切に管理しております。なお、当社では決算情報に関しては
株主の皆様の公平性を確保するため、各四半期の決算日から決算発表日までの期間は、業績の見通しに関する質問・対話は差し控えさせてい
ただきます。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】【英文開示有り】【アップデート日付：2026/6/24】

・資本コストや株価を意識した経営の実現にあたり現状を分析した結果、当社のPBRがこれまで長らく1倍を割り込む水準が継続している理由は、
PBRと相関の強いROEが市場の期待する資本コストを下回っていることが要因だと認識しております。

・具体的には、2026年3月末ベースで、ROEの実績は9.4％である一方、株主資本コストの資本資産価格モデル（CAPM）による算定での推計値は9
％程度であり、足元の株式益利回り（10％程度）も考慮すると、少なくとも現中計の目標値であるROE10％の達成は不可欠と考えております。

・ROICについても、2026年3月末ベースの実績は3.7％であり、WACCの推計値5％程度を下回っている状況であるため、改善が必要と考えておりま
す。

・よって、引き続きIRなどで投資家の期待・要求水準とのギャップを埋めつつ、現中計の最終期2028年3月期末における資本効率の各目標値の達
成を目指してまいります。

詳細は下記をご参照ください。

・中期経営計画

https://www.kyosan.co.jp/company/pdf/medium-term_management_plan_kyosan_next_step_2028.pdf

・決算説明会資料（2026年5月27日公表）

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/67420/bf340cca/c603/4228/982d/ca85c276b37c/20260527080142690s.pdf



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本生命保険相互会社 6,089,000 9.86

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,013,600 9.73

京三製作従業員持株会 3,665,934 5.93

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3,470,200 5.61

京王電鉄株式会社 3,143,150 5.09

東海旅客鉄道株式会社 1,965,300 3.18

株式会社横浜銀行 1,390,900 2.25

明治安田生命保険相互会社 1,007,000 1.63

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 782,695 1.26

JP MORGAN CHASE BANK 385781 672,369 1.08

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

「大株主の状況」は、2026年３月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。持株比率は自己株式(1,094,879株)を控除して算出しておりま
す。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社外取締役

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

北村美穂子 弁護士 ○

笹宏行 他の会社の出身者 ○

永井朝子 他の会社の出身者 ○

中野哲也 他の会社の出身者 ○

※ 会社との関係についての選択項目

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

北村美穂子 ○ ―――

　北村氏は、2000年4月に第二東京弁護士会、
2011年3月にニューヨーク州に登録した弁護士
であり、2012年4月には東京簡易裁判所調停委
員に就任されております。

　同氏は弁護士等として培われた高度な知識と
国際的視野に立った広い知見を有しておりま
す。この経験を活かし、当社の経営全般に対し
て提言いただくことで取締役会の透明性の向
上、監督機能の強化が期待できると判断し、社
外取締役に選任しております。同氏はこれまで
直接会社経営に関与された経験はありません
が、前述の理由により社外取締役としての職務
を適切に遂行していただけるものと判断してお
ります。

　また、同氏は独立役員としての属性において
高い独立性が認められることから、独立役員と
して相応しいと判断いたしました。

笹宏行 ○ ―――

　笹氏は、2001年4月にオリンパス光学工業株
式会社（現オリンパス株式会社）内視鏡事業企
画部長、2007年6月にオリンパス株式会社執行
役員およびオリンパスメディカルシステムズ株
式会社取締役、2012年4月から2019年3月まで
同社代表取締役社長執行役員として活躍され
ました。

　同氏はオリンパス株式会社在籍時に培った
企業経営、技術・開発に関する豊富な経験と国
際的視野に立った広い知見を有しております。
この経験を活かし、当社の経営全般に対して提
言いただくことで取締役会の透明性の向上、監
督機能の強化が期待できると判断し、社外取
締役に選任しております。

　また、同氏は独立役員としての属性において
高い独立性が認められることから、独立役員と
して相応しいと判断いたしました。

永井朝子 ○ ―――

　永井氏は、2012年4月にソニー株式会社（現
ソニーグループ株式会社）CSR部CSRマネジメ
ント課統括課長、2013年４月にBSR（米国法人）
シニアアドバイザー、2014年７月にBSR（米国
法人）ディレクターとして活躍され、現在は株式
会社BSRジャパン代表取締役、BSR（米国法
人）マネジング・ディレクターとして活躍されてい
ます。

　同氏はグローバルな経営経験および長年に
わたるサステナビリティ・ESGに関する学術的な
研究、企業実務およびコンサルティングの経験
を有しております。この経験を活かし、当社が
今後力を入れて取り組みを行っていくサステナ
ビリティおよび人権の分野に対して提言いただ
くことで取締役会の透明性の向上、監督機能の
強化が期待できると判断し、社外取締役に選
任しております。

　また、同氏は独立役員としての属性において
高い独立性が認められることから、独立役員と
して相応しいと判断いたしました。

中野哲也 ○ ―――

　中野氏は、2015年6月にフィリピン味の素株式
会社代表取締役社長、2017年6月に味の素株
式会社執行役員財務・経理部長、2019年6月に
同社常務執行役員として活躍されました。

　同氏は味の素株式会社在籍時に培った企業
経営、財務、ITに関する豊富な経験と国際的視
野に立った広い知見を有しております。この経
験を活かし、当社の経営全般に対して提言い
ただくことで取締役会の透明性の向上、監督機
能の強化が期待できると判断し、社外取締役
に選任しております。

　また、同氏は独立役員としての属性において
高い独立性が認められることから、独立役員と
して相応しいと判断いたしました。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 6 0 2 4 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 6 0 2 4 0 0
社外取
締役

補足説明

　取締役の指名および報酬の決定に関する手続きの客観性・公正性・透明性の確保による取締役会の監督機能の強化を図るため、取締役会の
任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。

　同委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の選解任、報酬の決定等について、取締役会から諮問を受けた事項を審議し、取締役会に対
して答申を行います。代表取締役社長執行役員である國澤良治、取締役である藤井達也、社外取締役である北村美穂子、笹宏行、永井朝子およ
び中野哲也を委員とし、計６名で構成しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役は、会計監査人と会計監査および内部統制監査に関する監査計画ならびに監査報告に関する会議を定期的に開催しております。

　また、期中に問題が発生した場合には、直ちに協議する体制になっております。

　監査役会は内部監査室と適宜情報交換を行っており、内部監査室はその時点で終了している監査の概要を監査役会に説明し意見交換を行っ
ております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

西村文男 他の会社の出身者 △ ○

榎本ゆき乃 弁護士 ○



※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

西村文男 ○

　同氏が支店長等を務めていた株式会社
東京三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀
行）は、当社の主要な借入先であります
が、同氏は2010年に同行を退職しており
ます。

　西村氏は、2001年3月に株式会社東京三菱
銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）田町支店長、
同5月に同行碑文谷支社長、2010年6月にエム
エスティ保険サービス株式会社常務執行役
員、2016年6月から2018年6月まで日本カーバ
イド工業株式会社代表取締役専務執行役員と
して活躍されました。

　同氏は長年にわたる金融機関勤務により培
われた財務知識や、企業経営者としての経験
に基づく広い知見を有しております。経営全般
の監視と有効な助言を当社の監査体制に活か
していただけるものと判断し、社外監査役に選
任しております。

　また、同氏は独立役員としての属性において
高い独立性が認められることから、独立役員と
して相応しいと判断いたしました。

榎本ゆき乃 ○ ―――

　榎本氏は、2000年4月に横浜弁護士会（現神
奈川県弁護士会）に登録した弁護士でありま
す。

　同氏は弁護士として培われた専門家としての
高度な知識と高い見識を有しており、それらを
当社の監査体制に活かしていただけるものと
判断し、社外監査役に選任しております。

　また、独立役員としての属性において高い独
立性が認められることから、独立役員として相
応しいと判断いたしました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入



該当項目に関する補足説明

　当社の役員報酬は、役割・担当領域の範囲やグループ経営への影響力の大きさに応じた基本報酬、業績に連動して金額が決定される業績連
動報酬としての賞与および中長期的なインセンティブとしての業績連動型株式報酬（PSU）で構成されています。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

［2026年３月期実績］

取締役および監査役の報酬等の額は以下の通り

　取締役 ８名 190,497千円（うち社外 ５名 43,200千円）

　監査役 ４名 56,400千円（うち社外 ２名 21,600千円）

（注）

　１．取締役の報酬限度額は、2018年６月22日開催の第153回定時株主総会において、年額540百万円以内と決議されております。

　２．監査役の報酬限度額は、2019年６月21日開催の第154回定時株主総会において、年額72百万円以内と決議されております。

　３．非業務執行取締役を除く取締役の非金銭報酬である業績連動株式報酬（PSU）の限度枠は、2025年6月25日開催の第160回定時株主総会に
おいて、年額150百万円および年間30万株が上限枠と決議されております。

　４．PSUは、業績評価期間が2025年4月1日から2028年3月31日までの3年間であり、当該事業年度においては支給しておりません。よって、当該
事業年度に会計上の費用として計上された金額を示しております。

取締役報酬関係については定時株主総会招集ご通知の事業報告「会社役員に関する事項」をご参照ください。

（https://www.kyosan.co.jp/ir/stock02.html）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という）として「役員報酬の基本方針」、「取締役報酬規程」および「執
行役員報酬規程」を2025年3月21日の取締役会で決議しております。

　役員報酬の基本方針は次のとおりです。

　１）企業理念の実現を意識づけるものとする

　２）当社の持続的成長を担う多様で優秀な人財を確保し、適切に報奨することができる制度とする

　３）連結業績目標達成の動機付けとなり、かつ目標達成に向けたリスクテイクとしても適切・妥当な水準であるものとする

　４）広くステークホルダーと価値観を共有し、短期のみならず中長期業績との連動性を有する制度であるものとする

　５）優秀な人財の確保・維持、グローバルな競争環境において勝ち抜くことを実現するための優秀な役員の確保、透明性・客観性の確保できるも
のとする

　６）外部から採用する役員の報酬等については、本人の経験・知見等を鑑みて、想定される人財市場における報酬水準・報酬慣行等を考慮し
て、取締役報酬規程とは別に決定するものとする

　７）従業員の賃金水準と合理性のある水準であることとする

　報酬は、「取締役報酬規程」および「執行役員報酬規程」に基づき支給しております。その内容は下表のとおりであり、執行役員を兼務する取締
役（以下「業務執行取締役」）には、基本報酬、賞与、株式報酬を支給することとし、執行役員を兼務しない取締役（以下「非業務執行取締役」）に
は、基本報酬のみを支給することとしております。

　決定方針の決定方法は、取締役会から指名・報酬委員会（公正性・透明性確保のため、社外取締役を過半数としております。）に対して決定方
針の案を諮問し、同委員会からの答申を経て取締役会で決定いたします。取締役会は基本的に同委員会の答申を尊重いたします。

　また、その報酬額につきましても指名・報酬委員会に案を諮問し、同委員会からの答申を経て取締役会で決定しており、取締役会は基本的に同
委員会の答申を尊重いたしますので、個人別の報酬の内容は決定方針に沿うものと判断しております。



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　当社は社外取締役を４名選任しております。社外取締役に対しては、取締役会事務局という立場から総務・法務部が必要な対応を行っておりま
す。

　当社は社外監査役を２名選任しております。社外監査役を含む監査役の必要に応じて、内部監査室および関係部署との情報交換を行い密接に
連携しております。なお、監査役が監査役の職務を補助すべき専任または兼務の監査役スタッフを要請した場合、適宜適切な人財をスタッフとして
配置することとしており、現在、内部監査室等の部員２名を兼務の監査役スタッフとして配置しております。



【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 ― 名

その他の事項

　当社は、定款において取締役会決議により相談役、顧問を置くことができる旨を定めておりますが、現在、会社の経営に深く関与する該当者は
おりません。なお、代表取締役等を退任した者が相談役あるいは顧問に就任する場合でも、前任経営者としての助言等の業務に限られ、経営に
は一切関与いたしません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

【ガバナンスに関する現状の体制について】

　当社は、監査役の監督機能を活かしつつ、取締役会の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の維持・向上を目指し、監査役会設置会
社を選択しております。

　当社は執行役員制度を導入しており、最高意思決定と経営監督を行う取締役会の機能向上・活性化と、執行役員による業務執行の高度化・迅
速化を図り業務を遂行しております。

　また、当社は社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の監督・監視機能の強化に努めております。

　なお、取締役の任期につきましては、取締役の経営責任を明確にして経営体質の強化を図るとともに、経営環境の変化に即応した経営体制を
機動的に構築するため１年としております。

取締役会

　取締役会は６名（社外取締役４名を含む）の取締役で構成しております。取締役会は原則毎月１回定時開催するほか必要に応じて臨時に開催
し、法令で定められた事項や経営計画に関する事項をはじめ、組織、制度、人事、財務、設備、労働協約など重要事項について審議・承認・決定
するとともに、業務執行を監督しております。

　また、取締役の指名および報酬の決定に関する手続きの客観性・公正性・透明性の確保による取締役会の監督機能の強化を図るため、取締役
会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。

コーポレート戦略会議

　コーポレート戦略会議は、社長執行役員を議長とし、本部長、事業部長等で構成しております。

　コーポレート戦略会議は原則月１回開催するほか必要に応じて臨時に開催し、全社もしくは複数部門に跨る経営課題、サステナビリティに関する
課題、本会議で決定した事項の執行状況などについて協議、決定しております。

執行会議

　執行会議は、社長執行役員を議長とし、執行役員、常勤監査役、その他社長執行役員の指名する者で構成しております。

　執行会議は原則月１回開催するほか必要に応じて臨時に開催し、取締役会に付議すべき業務執行に関する事項、取締役会もしくはコーポレート
戦略会議で決定した事項の執行に関する事項、経営計画に基づく各部門の業務執行に関する事項、営業・技術・生産に関する重要事項などにつ
いて協議、決定しております。

監査役会

　監査役会は４名（社外監査役２名を含む）の監査役で構成しております。

　監査役会は監査の方針などを決定し、各監査役の監査状況などの報告を受けるほか、会計監査人からは随時、監査に関する報告を受けており
ます。また、会計監査人、内部監査室、子会社監査役との連携を密に行い、内部統制の運用状況の把握を行っております。

　監査役は、取締役会、その他の経営に係る重要会議に出席し、経営の健全性や意思決定プロセスの透明性を監査するとともに、取締役からの
報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧などにより取締役が行う職務執行における適法性、適正性、妥当性を中心とした監査を行っております。常勤
監査役は執行会議に出席し、その内容を監査役会で報告しております。

【社外取締役および社外監査役の役割や機能について】

　社外取締役につきましては、企業経営、法律などの専門的な知見により、経営全般の監督と有効な助言を得ております。また、社外監査役につ
きましても、企業経営、法律などの専門的な観点からモニタリング機能を高め、監査の充実を図っております。

　これら社外取締役および社外監査役の客観的および専門的立場から、それぞれ取締役会の最高意思決定機能および経営監督機能の向上・活
性化を図っており、経営に対する監督・監視は十分機能していると考えております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、監査役の監督機能を活かしつつ、取締役会の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の維持・向上を目指し、監査役会設置会
社を選択しております。



　当社は執行役員制度を導入しており、最高意思決定と経営監督を行う取締役会の機能向上・活性化と、執行役員による業務執行の高度化・迅
速化を図り業務を遂行しております。また、当社は、社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の監督・監視機能の強化に努めて
おります。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

　株主の皆様に議案を十分検討していただくため、定時株主総会開催日より約４週間前を
目処に当社ホームページや株式会社東京証券取引所のウェブサイト等を通じて、すみや
かに開示しております。なお、2026年６月24日（水）開催の当社第161回定時株主総会の
招集通知は、2026年５月26日（火）にウェブサイト上で開示し、６月８日（月）に発送いたし
ました。

集中日を回避した株主総会の設定
　当社は、より多くの株主が株主総会に出席いただけるよう、いわゆる「集中日」と予測さ
れる日を避けて設定しております。

電磁的方法による議決権の行使 　2021年６月開催の株主総会から議決権行使の電子化を実施しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　議決権電子行使プラットフォームについては、2022年６月開催の株主総会から導入して
おります。

招集通知（要約）の英文での提供
　当社ホームページに掲載しております。

(https://www.kyosan.co.jp/english/ir/stock02.html)

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

　当社の情報開示に対する基本方針、方法、将来の見通しと当該資料の扱
い、沈黙期間、ポリシーの遵守に関する情報を当社ホームページに掲載してお
ります。

( https://www.kyosan.co.jp/ir/disclosure.html)

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　本決算および第2四半期（中間）決算説明会を開催しております。なお、資料
や動画等は当社ホームページに掲載しております。

(https://www.kyosan.co.jp/ir/library06.html)

あり

IR資料のホームページ掲載
　当社ホームページに、決算関係情報、会社説明資料、内部統制基本方針他
適時開示情報を掲載しております。

(https://www.kyosan.co.jp/ir/library03.html)

IRに関する部署（担当者）の設置 　ＩＲにつきましては、経営企画・ＩＲ部が担当しております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社は、行動規範や年度経営方針をはじめ、「京三製作所グループ人権方針」等におい
てステークホルダー重視の経営姿勢を明確にし、当社および子会社の全役員および全従
業員に徹底を図っております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社は、「脱炭素社会貢献」を経営重要課題であるマテリアリティの一つに特定し、中期
経営計画「KYOSAN Next Step 2028」の基本戦略として脱炭素社会貢献に向けた取り組み

を進めております。

　また、ＩＳＯ14001認証を取得しており、環境マネジメントシステムを継続的に改善・運用し
ております。なお、2018年度より環境報告書とAnnual Reportを統合した統合報告書を発行

しております。

(https://www.kyosan.co.jp/ir/library07.html)

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社は行動規範において積極的な情報開示について定めるとともに、ディスクロー
ジャー・ポリシーを当社ホームページに掲載しております。

（https://www.kyosan.co.jp/ir/disclosure.html）

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、「ガバナンスの優れた企業とは、株主価値の最大化を目的としながらも、環境的側面や社会的側面にもバランスよく配慮した企業継続と
いう長期的な視点から、フェアでオープンな事業活動を通じて、あらゆるステークホルダーにとっての企業価値を高める経営を行う企業である」とい
う理念に基づき、健全かつ機能性に優れたコーポレート・ガバナンスおよび企業活動の透明性、健全性を確保する企業倫理体制の構築に努めて
おります。

　当社は、社会の公共性、公益性、安全性に深く関わる事業に携わる企業としての強い責任感と誠実性、倫理観を保持するとともに、法令、社会
ルールを遵守して行動することを重要事項と考えており、子会社を含めた内部統制システムを構築・運用しております。

・コンプライアンスについて

　当社は、社長執行役員をコンプライアンス責任者としております。

　当社および子会社は、法令、規則、社会・企業の倫理規範および行動規範などの遵守徹底に努めております。

・リスク管理について

　当社は、社長執行役員をリスク管理責任者としております。

　当社および子会社は、「リスク管理規程」に基づくリスク管理体制を構築し、リスク管理の強化を行っております。

・内部監査について

　当社および子会社の業務執行におけるリスクを評価し、業務の有効性・効率性および適法性を監査して改善要求・提言を行うほか、内部統制シ
ステムに関する整備・運用状況評価を実施しております。

【整備状況】

１．当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役等（取締役、その他これらの者に相当する者）および使用人の職務の執行が法令および
定款に適合することを確保するための体制

　監査役は、取締役の職務執行について、適法性、適正性、妥当性を中心とした監査を行い、当社および子会社において法令・定款に違反する行
為があった場合、またはそのおそれがある場合には、取締役に対する勧告、助言など必要な措置を講じております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　当社は、取締役の職務執行に係る文書および情報を法令および規程に基づき適切に管理しております。

３．当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、「リスク管理委員会」を設置し、当社および子会社の経営リスクを認識、分析し、リスク統制を行っております。リスク管理委員会の傘下
に個別リスク委員会として「経営・財務リスク委員会」「災害リスク委員会」「情報リスク委員会」を置いており、これら個別リスク委員会の活動状況
は各個別リスク委員会の委員長がすみやかにリスク管理委員会に報告を行うとともに、リスク管理委員長の判断により、リスク管理責任者に報告
等を行っております。

４．取締役および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役および子会社の取締役等は、年度経営計画に基づき、経営目標達成のために具体的実施事項を策定し、確実に実行しております。

　また、取締役会は、取締役および子会社の取締役等の職務の執行状況を確認し、必要な意思決定を行っております。

５．当社および子会社の業務の適正を確保するための体制

　当社は、取締役会等において経営方針などの重要な事項の示達を行い、子会社との連携会議を開催して業務の適正の確保に努めております。
また、経営企画・ＩＲ部は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社から執行状況等の重要事項の報告を定期的または必要に応じて受け、業務の
適正性を確認しております。内部監査室は、当社のほか子会社も監査の対象とし、業務監査および内部統制システム整備・運用状況の評価を実
施しております。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　当社は、監査役が監査役の職務を補助すべき専任または兼務の監査役スタッフを要請した場合には、これらを配置いたします。専任または兼務
の監査役スタッフを配置する場合、監査役スタッフの業務に関する業務執行者からの独立性の確保を図ります。また、監査役からの指示の実効
性を確保するため、当該監査役スタッフは当社の指揮命令は受けないものとしております。



７．監査役への報告に関する体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

　当社および子会社の全役員および全従業員は、当社および子会社に重大な影響を及ぼすリスクが存在する場合は、監査役にその内容を報告
いたします。また、コンプライアンス委員会の委員長は、ヘルプラインによる使用人からの通報内容とその調査結果等を、規程に基づき監査役に
報告いたします。

８．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針をはじめ、会社が対処すべき課題、リスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監
査上の重要課題等について意見交換を行っております。また、監査役は、その他の取締役、執行役員、会計監査人等と定期的に情報交換し、必
要に応じて随時報告を求めております。

内部統制システム決議事項の詳細は、当社のホームページ

（https://contents.xj-storage.jp/xcontents/67420/53f7c572/703c/420d/8a9c/fe245cc58ca0/140120260618574190.pdf）をご参照下さい。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　反社会的勢力排除に向け、行動規範の中で反社会的勢力に対しては断固とした態度で臨むことを定め、当社および子会社の全役員および全従
業員に周知徹底しております。また、当社および子会社を対象とした定期的な講習を実施しており、必要な情報を伝達しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

　当社は、基本方針に基づいて法令改正や買収への対応方針に関する世間動向を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向
上の視点から対応方針について検討の結果、2025年５月14日（水）開催の当社取締役会において、定時株主総会における株主の皆様のご承認
を条件として、旧買収への対応方針に必要な修正を加えた上で継続することを決議し、2025年６月25日（水）開催の当社第160回定時株主総会に
おいて原案どおり承認可決されました。

本プランの詳細は当社ホームページ

(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/67420/4783bbe9/a71e/4df7/a8dd/00c6f4965e59/140120250513547955.pdf）をご参照下さい。



２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――




